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2023年 2月・3月の株主総会招集通知の動向速報～コロナ対応、
電子提供措置対応の最新実務～ 

弁護士 田原 一樹 
弁護士 片瀬 麻紗子 

はじめに 

新型コロナウイルス感染症について、3 月 13 日からマスク着用が個人の判断に任せられることとなり、5 月に
は感染症法上の位置づけが 5類に移行することが決定される中、これから総会を開催予定の企業においては、本年
の総会におけるコロナ対応をどうするか改めて検討されているところと存じます。また、本年 3 月 1 日以降に開
催される上場企業の株主総会から新たに義務づけられることとなった総会資料の電子提供措置に関しましても、対
応が求められます。本ニュースレターでは、直近の 2023年 2月・3月に公表された各社の招集通知の傾向を踏ま
えた上で、今後の総会における招集通知の作成上の留意点という観点から、コロナ対応及び電子提供措置の最新実
務について、解説いたします。 

直近の株主総会の傾向を踏まえた今後の総会におけるコロナ対応 

1. 招集通知におけるコロナ対応の記載ぶりの傾向 

本年 2月 1日から 3月 22日までの間に総会の招集通知を公表した上場企業 83社の招集通知におけるコロナ対
応の記載ぶりを調査したところ、下表のとおり 1、引き続き、来場の自粛を促す会社が約 7割に及び、依然として
多数派を占めていますが、来場自粛を呼びかけつつも、「ご自身の体調をお確かめの上、くれぐれもご無理をなさ
れないようお願い申し上げます」といった若干緩和された表現を用いるものや、招集通知で総会当日におけるコロ
ナ対応について大々的に紙面を割くのではなく、ごく簡潔な記載に留めるものが多くありました。また、来場が原
則であることを前提とした記載をする会社は 1 割弱と少数に留まりましたが、来場するかどうかは各株主の判断
に委ねる旨の中立的な記載に留める会社が 1 割弱、コロナ対応について一切記載を行わない会社が 1 割強見受け
られます。 

 
1 EDINETより取得した各社の招集通知に基づき集計 
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2. 今後の総会におけるコロナ対応 

このように、少なくとも、3月下旬までのところでは、依然として総会への来場の自粛を促す会社が多数派では
あるものの、自粛を求めるトーンや会場での感染拡大防止対策の内容は緩和させる方向で検討する会社が相当数出
てきている等、基本的に自粛を求めてきた昨年までの対応から、変化の兆しが生じていることが見て取れます。本
年度のコロナ対応としては、引き続き、マスク着用を事前に促し、会場における検温等のコロナ対応を継続するこ
とも考えられますが、他方で、マスクの非着用を理由とする入場拒否までは行わずに、会場に予備のマスクを用意
しておき、任意の着用を働きかけるといった対応も考えられます。これらのいずれでなければならないということ
はなく、最終的には各社のご判断に委ねられるところかと存じますが、実際の総会開催時点における世の中の常識・
人々の行動様式を踏まえた上で、各社の株主総会の位置づけ・方針等も踏まえて、適切な対応を検討することにな
るかと存じます。 

総会資料の電子提供措置制度導入に伴う対応 

本年 3月 1日以降、上場企業においては総会資料の電子提供措置が義務づけられております。もっとも、その対
応については各社の任意の裁量に委ねられるところも多く、具体的にどのような対応をとるべきか悩ましい場面も
あるかと思われます。以下では、2月 1日から 3月 22日までの間に電子提供措置の適用を前提とした招集通知を
公表した 37社の事例を分析し、招集通知（アクセス通知）の記載内容における実務上の検討ポイントを整理いた
します。 

 

1. ウェブサイトの記載方法 

電子提供措置制度の下では、企業は総会資料を掲載するウェブサイトを招集通知に記載する必要があります 2。
もっとも、記載するウェブサイトの URLは、各電子提供措置事項を直接ダウンロードできる URLである必要はな
く、いわゆるリンクによって各電子提供措置事項がアップロードされているページに辿り着くことができる場合に
は問題ないと解されています。今回確認した 37 社の対応状況は、下表のとおりであり、自社の IR のトップペー
ジや株主総会に関するページを記載する会社が約 7割と多数に及んでおり、その他には、自社のトップページを記
載する会社が約 2 割、独自に開設した電子提供措置期間用の特設ページを記載する会社が 2 社ありました。他方
で、各電子提供措置事項を直接ダウンロードできる URLを記載する事例は見当たりませんでした。 

 
2 会社法 325条の 4第 2項第 3号、会社法施行規則 95条の 3第 1項第 1号 
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2月・3月の招集通知におけるコロナ対応の記載ぶり
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また、ウェブサイトの URLの記載にとどまらず、その QRコードも併せて記載する会社が半数以上ありました。

従前から、インターネットによる事前の議決権行使を採用し、その投票ページの QRコードを招集通知に載せる会
社は多く見受けられたことも踏まえると、電子提供措置に際しても同様の対応を採用する会社が多いのではないか
と思われます。 

 

2. 中断リスク軽減措置 

サーバーダウン等により電子提供措置に「中断」が生じた場合には、総会決議の取消のリスクが生じるため、か
かる中断のリスクを軽減するための措置として、複数のウェブサイトを利用して電子提供措置を実施することが考
えられます。複数のウェブサイトにおいて電子提供措置を行う場合には、いずれのウェブサイトの URL も招集通
知に掲載する必要がありますが、今回確認した 37社のうち、約 9割の会社が複数のウェブサイトを掲載している
ことが確認されましたので、中断リスク軽減措置として、スタンダードなものとなっていることが窺われます。な
お、掲載先の内訳としては、自社のウェブサイトに加えて、東証のウェブサイトを採用する会社が殆どであり、東
証以外のウェブサイトを記載する例は 1社（自社のトップページに加えて、自社の特設ページに掲載）に留まりま
した。 

 

3. 招集にあたっての決定事項の記載 

電子提供措置制度の下では、株主の書面交付請求に基づいて交付する総会資料（交付書面）のうち、取締役会に
おいて決定した事項については交付書面への記載を省略することが可能であるものの 3、当該決定をした場合には、
当該省略事項は、役会での招集にあたっての決定事項として、招集通知に記載する必要があります 4。 
その記載方法として、全国株懇連合会が公表した招集通知モデル 5では、会社法施行規則 63 条の表題（招集の

決定事項）に即して、「招集にあたっての決定事項」という項目を設けた上で、上記の交付書面への省略事項や、
議決権の取扱いについて記載されています。もっとも、直近の総会の招集通知をみると、同モデルと同様に、「招
集にあたっての決定事項」という項目を設けて記載を行っているものは、37社中、2割程度に留まっています。会
社法施行規則 63 条の内容は、交付書面での省略事項以外にも議決権行使関連の事項等、多岐に及んでおります。
役会での招集の決定事項は、上述のとおり招集通知での必要的記載事項ですので、同条に定める内容を決定した場
合には、招集通知に記載漏れのないように留意する必要があります。 

 

4. 電子提供措置制度導入の経過措置 

電子提供措置制度導入にあたっての任意の経過措置として、特に電子提供措置制度の適用開始初年度である本年
については株主からの書面交付請求の有無にかかわらず、従来どおり、全ての株主に対して株主総会資料を送付す
る措置（いわゆるフルセット・デリバリー）を採用する会社がそれなりの数に及ぶことが予想されています。公表

 
3 会社法 298条 1項・2項・会社法施行規則 63条 3号ト 
4 会社法 298条 1項 5号 
5 www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2022_07.pdf 
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された招集通知の記載のみからは、各社が株主に対して具体的にどのような書面を郵送しているかは必ずしも明ら
かではありませんが、今回分析した電子提供措置制度を導入している 37社のうち、招集通知に、全ての株主に対
して、書面交付請求を行った株主に交付する書面と同じものを送付する旨を記載している例が 3社ありました。こ
のような記載は法令上求められるものではありませんが、フルセット・デリバリーや任意の書面の郵送を行う会社
においては、このような記載を招集通知に付記することも検討に値するものと考えられます。 

おわりに 

以上述べてきましたとおり、本年度の総会においては、日々刻々と変化する社会的状況の変化を踏まえた上での
コロナ対応が求められ、また、電子提供措置についても、他社事例や個々の会社の実情を踏まえた対応が求められ
ることになると思われます。本ニュースレターが、本年度の総会準備の検討の一助となれば幸いです。 

 
2023年 3月 27日 
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【関連情報のご案内】 

≫ ADVANCE企業法セミナー 
「2023年定時株主総会に向けて－電子提供制度を踏まえた最新実務－」 

■配信期間：2023年 3月 13日（月）～2024年 2月 29日（木）16：00 
■セミナー概要： 
本年の 3月総会以降、いよいよ電子提供制度の適用が始まります。本セミナーでは、電子提供制度の概要
を再確認した上で、招集通知の送付に際して、フルセットデリバリーを行うか否かをはじめとした実務上
対応が悩ましいと思われる主な検討ポイントについて整理を試みます。 
また、今年で 4 年目を迎える with コロナの総会運営に向けて、昨年の定時株主総会の傾向や近時の株主
総会関連の重要裁判例を振り返りながら、賛否拮抗総会やサステナビリティに関する情報開示等近時の株
主総会関連の重要ポイントについても、座談会形式で議論します。 
■会場：オンライン（オンデマンド配信） 
■スピーカー：黒田裕 ／ 殿村桂司 ／ 田原一樹（長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士） 
■詳細・視聴方法（受講料：無料）：以下のリンク先をご覧ください。 
https://www.noandt.com/seminars/seminar20230302-1/ 

※本セミナー動画は当事務所のポータルサイト「NO&T Legal Lounge」会員限定コンテンツになります。 
会員の方はログイン後にご視聴ください。会員でない方は、会員登録完了後にご視聴いただけます。 
（視聴推奨環境はこちらをご確認ください。） 
 
≫ 特集：座談会「電子提供措置の始動に向けて―2023年総会の対応」 

■概要： 
株主総会資料の電子提供制度に関し、実務的な対応が悩ましいと思われるポイントについて、意見交換を
行いました。 
■座談会メンバー：田原一樹（長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士） 

井上聡（長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士） 
石本晃一（長島・大野・常松法律事務所 弁護士） 
鬼頭あゆみ（長島・大野・常松法律事務所 弁護士） 

■閲覧方法（無料）：以下のリンク先をご覧ください。 
https://www.noandt.com/features/shareholder/ 

https://www.noandt.com/seminars/seminar20230302-1/
https://www.noandt.com/legal_lounge/
https://event.on24.com/view/help/ja/sysreq.html#hardware_and_OS
https://www.noandt.com/features/shareholder/
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〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー 
Tel: 03-6889-7000（代表）  Fax: 03-6889-8000（代表）  Email: info@noandt.com 
 

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所で
あり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上
海に拠点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで
提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 

NO&T Corporate Legal Update ～コーポレートニュースレター～の配信登録を希望される場合には、
<https://www.noandt.com/newsletters/nl_corporate/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い合わせ等
につきましては、<newsletter-corporate@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメー
ルアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承いただけますよ
うお願いいたします。 

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 
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